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「介護予防・日常生活支援総合事業のあり方検討会議」運営支援事業業務委託仕様書 

１ 事業名 

「介護予防・日常生活支援総合事業のあり方検討会議」運営支援事業業務委託 

２ 事業の目的 

   介護予防・日常生活支援総合事業は、介護保険法第１１５条の４５第１項の規定に

基づき、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域で支

え合う体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能と

するために実施することとされている。 

   一方で、その内容は多岐に渡っており、対象者も幅広いこと、さらには本市におけ

る各事業の経過の中で、 

  ○対象者像と事業体系の関係性の整理 

   ○介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業の連動性の確保 

   ○自立支援・重度化防止の取組の推進 

   ○地域の多様な主体による協力体制の確保 

  といった課題が生じている。 

   このため、２０２４年度に予定している「かわさきいきいき長寿プラン」の次期改

定に向けて、本事業の体系化を図りながら、 

   ●支援を必要とする者に、的確な支援を提供する 

   ●効率的・効果的な支援の提供体制を構築する 

   ●自立支援・重度化防止を継続的に推進する仕組みを整備する 

  ために必要な取組の方向性及びその方策について検討する必要がある。 

   本業務は、これらの検討に際して必要となる情報の収集・分析や、現状に関する検

証・評価等を行うとともに、関係団体の代表者によって構成する「介護予防・日常生

活支援総合事業のあり方検討会議」の円滑な運営を確保するために実施する。 

３ 履行期間 

  令和４年２月１０日から令和５年３月３１日まで 

４ 履行場所 

川崎市幸区堀川町５８０番地ソリッドスクエア西館１０階 

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室 他 

５ 業務の内容 

（１）事業対象者や地域資源等に関する情報収集・分析 

    介護予防・日常生活支援総合事業の対象者が有する特性やニーズ、及び同事業の
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実施に資する地域資源の類型や効果等について、先行研究や統計資料等を用いて情

報収集・分析し、委託者に報告する。 

（２）事業の実施状況の整理及び検証・評価 

    本市における介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況について、関係資料の

収集や所管部署に対するヒアリング等により把握した上で、集約的に整理する。 

    合わせて、地域リハビリテーション活動支援事業については、地域リハビリテー

ション支援拠点及びその支援を受けた事業者等に対するヒアリング等を通して、支

援内容及びその効果を検証・評価する。なお、地域リハビリテーション支援拠点は、

市内８ヶ所の病院・施設に委託しており、各拠点につき１事例程度を検証・評価す

ることを想定している。また、本業務の実施に当たっては、本市が指定する学識経

験者を同行させること。 

（３）会議の進め方等に係る企画提案 

    （１）及び（２）を踏まえた「介護予防・日常生活支援総合事業のあり方検討会

議」の進め方及びスケジュールを記載した計画書を作成する。なお、同計画書につ

いては、委託者が指定する期日までに提出し、承認を得ること。 

（４）会議の開催準備及び資料作成の支援 

    会議の開催に向けて、各回の議題及び論点を整理し、資料の作成を支援する。 

（５）会議の運営支援 

    会議の各回に出席し、会場の設営や各種経費の支払い、議事録（概要でも可）の

作成等を行う。なお、会議は、外部委員１０名程度・行政委員３～５名程度で構成

し、令和４年度において２ヶ月に１回、合計６回程度の開催を予定している。 

（６）報告書の作成 

    会議における協議内容をとりまとめた報告書及びその概要を作成し、委託者が指

定する期日までに提出する。なお、報告書の作成に際し、校正を２回以上行うこと。 

（７）打ち合わせ 

    （１）から（６）までの各種調整及び作業状況の確認等を行うため、概ね月１回

程度、担当部署と打ち合わせを行う。 

６ 成果物 

  報告書（１５０部）、報告書（概要を含む）及び作成資料のデータファイル一式 

７ その他 

（１）成果物の文章、図表、イラスト等の著作権は、川崎市が有する。 

（２）本業務の履行にあたり、本仕様書に定めのない事項は、本市と受託者で協議の上、

決定する。 


